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Ｑ・自転車走行のルールや
安全対策の徹底を

Ａ・出前講座の中で啓発に努める

Q
地
域
ね
こ
活
動
と

は
、
所
有
者
の
い

な
い
猫
︵
い
わ
ゆ
る
ノ
ラ

猫
︶
に
不
妊
・
去
勢
手
術

を
行
い
、
今
以
上
に
数
が

増
え
な
い
よ
う
に
管
理

し
、
あ
わ
せ
て
、
餌
や
り

や
フ
ン
の
始
末
を
適
切
に

行
う
も
の
で
あ
る
。

　

町
も
、
春
日
井
市
の
よ

う
に
不
妊
・
去
勢
手
術
費

に
補
助
を
行
っ
て
は
ど
う

か
。A

生
活
福
祉
部
長

　

こ
の
よ
う
な
活
動
は
、

地
域
を
含
め
団
体
で
行
う

こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
。

　

現
在
、
町
内
で
の
活
動

団
体
は
な
い
と
認
識
し
て

い
る
の
で
、
補
助
す
る
考

え
は
な
い
。

　

道
路
交
通
法
が
改
正
さ

れ
、
危
険
行
為
を
３
年
間

に
２
回
以
上
検
挙
さ
れ
た

自
転
車
運
転
者
に
は
安
全

講
習
が
義
務
づ
け
ら
れ

た
。
危
険
行
為
と
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
走
行
な

の
か
、
確
認
し
た
い
。

Q
国
道
、
県
道
、
町

道
、
そ
れ
ぞ
れ
ど

こ
を
ど
の
よ
う
に
、
走
行

す
れ
ば
よ
い
の
か
。

A
総
務
部
長

　

自
転
車
は
軽
車
両
で
あ

り
、
自
動
車

と
同
じ
左
側

を
、
車
道
の

左
端
に
よ
っ

て
通
行
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か

し
、
歩
道
を

通
行
で
き
る

例
外
を
、
３

つ
認
め
て
い

る
。
①
「
自

転
車
通
行

可
」
の
標
識

が
あ
る
。
②

1₃
歳
未
満
の

子
や
₇₀
歳
以
上
の
人
、
体

の
不
自
由
な
人
が
運
転
す

る
。
③
安
全
の
た
め
や
む

を
得
な
い
場
合
。

Q
歩
道
を
走
る
場
合

で
も
左
側
を
走
行

す
る
の
か
。

A
総
務
部
長

　

や
む
を
得
ず
歩
道
を
走

行
す
る
場
合
は
、
歩
道
の

中
央
か
ら
車
道
よ
り
︵
右

側
︶
を
す
ぐ
に
止
ま
れ
る

速
度
で
走
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

Q
愛
知
県
の
自
転
車

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

を
活
用
し
て
は
ど
う
か
。

A
総
務
部
長

　

県
職
員
の
講
師
が
派
遣

さ
れ
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

を
使
用
し
た
走
行
体
験
や

ル
ー
ル
な
ど
学
ぶ
こ
と
が

出
来
る
。
今
後
は
、学
校
、

老
人
ク
ラ
ブ
等
に
紹
介
す

る
。Q

規
則
な
ど
、
分
か

ら
な
く
て
迷
っ
て

い
る
方
も
い
る
。
出
前
講

座
を
考
え
て
は
ど
う
か
。

A
総
務
部
長

　

町
で
は
、
自
転
車
教

室
等
を
開
催
し
て
い
る
が
、

引
き
続
き
、
出
前
講
座
の

「
安
全
講
話
」
の
中
で
も
、

周
知
啓
発
に
努
め
て
い
く
。

＼一般質問／

Q A&

ルール通り走行している自転車

Ｑ
・
地
域
ね
こ
活
動
に
補

助
を

Ａ
・
補
助
す
る
考
え
は
な
い
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